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社会福祉法人恒勝会 ライフピア青柳通所介護事業所 
重 要 事 項 説 明 書 

 
 
 
 
 

ライフピア青柳はご利用者、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。施設の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 

ライフピア青柳のご利用は、原則として要介護認定の結果「要支援１、要支援２」及び 
「要介護１から要介護５」と認定された方が対象となりますが要介護認定を受けていな 
い方でもサービスの利用は可能です。 
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この重要事項説明書は厚生省令第３７号（平成１１年３月３１日）第８条の規程に

基づき利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 
（地域密着型通所介護）      ０８７０１００４４３ 

    （介護予防・日常生活支援総合事業）０８７０１００４４３ 
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１．事業所経営法人 

（１） 法人名                社会福祉法人恒勝会 
（２） 法人の所在地          水戸市青柳町３７９６番地 
（３） 電話番号              ０２９－２２４－５８５５ 
（４） ＦＡＸ                ０２９－２２４－５８５６ 
（５） 代表者名              理事長  上 田  淳 
（６） 設立年月              昭和６３年７月１２日 
 
２．茨城県または水戸市から指定を受けている事業所の名称 
 
（１） 特別養護老人ホーム  ライフピア青柳 
（２） 特別養護老人ホーム  ライフピア河和田 
（３） 短期入所生活介護事業所特別養護老人ホームライフピア青柳  
（４） 短期入所生活介護事業所特別養護老人ホームライフピア河和田  
（５） ライフピア青柳通所介護事業所     
（６） ライフピア居宅介護支援事業所 
（７） ライフピア訪問看護ステーション 
 

３．ご利用事業所 

（１） 指定の種類      指定通所介護  平成１２年１月３１日指定 
（２） 事業所の名称    ライフピア青柳 通所介護事業所  
              ※  当施設は特別養護老人ホームライフピア青柳に併設されています。 
（３） 所在地          茨城県水戸市青柳町３７９６番地 
（４） 電話番号        ０２９－２２４－５８５５ 
（５） ＦＡＸ          ０２９－２２４－５８５６ 
（６） 管理者        山 口  淳 
（７） 開設年月日      平成元年７月１日 
（８） 利用定員        １８人 
（９） 営業日及び営業時間 

 
 
 
 

 
 
 

営業日 月曜日～土曜日  （祝日も営業いたします。） 
受付時間 月曜日～土曜日  午前８時３０分から午後５時３０分まで 
サービス提供時間 月曜日～土曜日  午前９時４５分から午後４時まで 
休日 日曜日・１２月３０日から１月３日 
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４．事業所の目的と運営方針 
（１）事業所の目的 
      介護保険法、老人福祉法及び関係法令に基づき、ご利用者の心身の状態に対応した適切な

サービスと必要な機能訓練を行い、健康で明るい生活を営むことができるようご利用者の介

護・介助に行き届いた配慮をします。 
（２）運営方針 
      通所介護計画に基づき、可能な限り居宅において生活できることを念頭において、日常生

活上の世話、機能訓練及び介護相談等を行うことによりご利用者がその有する能力に応じた

自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものです。 
 
５．職員の配置状況 

 ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置して

います。 

（１）職員の配置状況  職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 指定基準 

１．管理者 兼務 兼務可 
２．生活相談員 １名以上 １名 
３．看護職員 １名以上 １名 
４．介護職員 ２名以上 ２名 
５．機能訓練指導員 兼務 兼務可 
６．栄養士 兼務 兼務可 

 

（２）職種の勤務体制  午前８時３０分から午後５時３０分 
（３）職員の職務内容 
    ◎ 介護職員  ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言を行

います。 
    ◎ 看護職員  主にご利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の

介護、介助も行います。 
    ◎ 生活相談員 ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 
    ◎ 機能訓練指導員  ご利用者の機能訓練を担当します。 
 
 
 
 
 
 
 



 4

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）基準介護サービス 
ア 食事 

栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮し 

   た食事を提供します。 

イ 入浴 

入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

  ウ 排泄 

ご利用者の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

  エ 機能訓練 

ご利用者の心身等の状況に応じて、レクリエーション、行事等を通じて日常生活 

を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

（２）利用料金 

ア 指定地域密着型通所介護費（1日当たり） 

ご利用者の要介護度、介護保険負担割合に応じ次の表により算定いたします。 

要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

１割負担 ７，５９８円 ８，８５８円 １０，１３８円 １１，４０７円 １２，６７７円
２割負担 ６，７５４円 ７，８７４円 ９，０１２円 １０，１４０円 １１，２６８円
３割負担 ５，９１０円 ６，８９０円 ７，８８５円 ８，８７２円 ９，８６０円
１割負担 ８４５円 ９８５円 １，１２７円 １，２６８円 １，４０９円
２割負担 １，６８９円 １，９６９円 ２，２５３円 ２，５３５円 ２，８１８円
３割負担 ２，５３３円 ２，９５３円 ３，３８０円 ３，８０３円 ４，２２６円

１，４９５円 １，６３５円 １，７７７円 １，９１８円 ２，０５９円

２，３３９円 ２，６１９円 ２，９０３円 ３，１８５円 ３，４６８円

３，１８３円 ３，６０３円 ４，０３０円 ４，４５３円 ４，８７６円

介護保険給付対象外　（B）

８０８単位 ９４２単位 １，０７８単位 １，２１３単位

８，４４３円 ９，８４３円 １１，２６５円 １４，０８６円

上記合計単位数

ご利用者負担額　（A）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

介護保険負担割合が３割の方

ご利用者負担額合計（１日あたり）　（A)＋（B）

介護保険負担割合が１割の方

介護保険負担割合が２割の方

（加算率９.２％　小数点以下四捨五入）

※入浴介助加算が含まれた単位数です

（１単位１０.４５円　1円未満端数切捨て）

　※事業所が送迎を実施しない場合　　▲４７単位/片道

食　費　６５０円（おやつ代含む）

４０単位　　（入浴される方のみ加算されます）

１日のご利用額
１２，６７５円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

介護保険請求額

９：４５　　～　　１６：００

６７８単位 ８０１単位 ９２５単位 １，０４９単位 １，１７２単位

サービス提供時間

介護度

地域密着型通所介護費
6時間以上７時間未満

入浴介助加算（Ⅰ）

２２単位　　（ご利用時に加算されます）

６８単位 ７９単位 ９１単位 １０２単位 １１４単位

１，３４８単位
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イ 水戸市介護予防・日常生活支援総合事業費（通所型サービス）（１日当たり） 

食費
（おやつ代含む）

1割負担

2割負担

3割負担

　※要支援１の方が1ヶ月に５回以上　要支援２の方が１ヶ月に９回以上ご利用された場合は
　定額の単位数が適用されます。

５，９７７円

５７単位

６８０単位

７，１０６円
１日のご利用額

（１単位１０.４５円　1円未満端数切捨て）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

５９８円 ７１１円

介護保険負担割合が２割の方 １，１９６円 １，４２２円

介護保険負担割合が１割の方

４３６単位/日

８８単位

４４７単位/日

１７６単位

サービス提供時間

要支援１

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

要支援区分

サービス単位数

９：４５　　～　　１６：００

ご利用者負担額　（A）　（１日のご利用額 ー 保険請求額）

要支援２

※月の利用回数が一定以上の場合 １，７９８単位/月 ３，６２１単位/月

介護保険請求額
４，１８３円 ４，９７４円

５，６８４円
５，３７９円 ６，３９５円
４，７８１円

（加算率９.２％  小数点以下四捨五入）

上記合計単位数（1日当たり）

４８単位

５７２単位

　※事業所が送迎を実施しない場合　　▲４７単位/片道

1日あたり
６５０円を
お支払い
頂きます。

介護保険負担割合が３割の方 １，７９４円 ２，１３２円

 

※端数処理の為１円単位の相違の可能性があります。 
ウ ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、要介護度２の方に提供するサービ

ス料金の全額（おやつ代を含む。）に相当する額をいったんお支払いいただきます。これは、

要介護度の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還

払い）。 
また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。 

償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した

「サービス提供証明書」を交付します。 
エ 単位とは１単位に１０．４５円を乗じた額とします。 
オ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担

額を変更します。 
（３）基準介護サービス以外のサービス 

 次のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

ア 介護保険の給付の支給限度額を超える通所介護サービス利用料金は、次の通りとなりま

す。 
① 指定地域密着型通所介護費（１日当たり） 

     利用者の介護度に応じ、６．（２）アの料金相当分の全額をご負担いただきます。 
② 介護予防・日常生活支援総合事業費（通所型サービス）（１ヶ月当たり） 

     利用者の介護度に応じ、６．（２）イの料金相当分の全額をご負担いただきます。 
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  イ 複写物の交付費 
ご利用者は、サービスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物 

を必要とする場合には 1 枚につき１０円をご負担いただきます。 
  ウ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活用品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただ

く事が適当であるものにかかる費用です。 
・ おむつ代・理髪代・電話代 
・ 外食会の費用（この場合、前記（２）アの食費６５０円はいただきません。） 
・ 外出先での入館料 

（４）利用料金のお支払い方法 
前記（１）、（２）及び（３）の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算し請求しますので、翌

月末までに以下の方法でお支払いください。（１ヵ月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア 事務窓口での現金支払い 

イ ゆうちょ銀行からの自動引き落とし 

  ウ 下記銀行口座への振込み 

    茨城県信用組合 本店営業部 普通預金 ７０８３９８０ 

    口座名義    ライフピア青柳通所介護事業所 

             管理者 山 口  淳     
（５）利用の中止、変更、追加 

ア ご利用者は、利用予定日の前に通所介護サービスの利用を中止し、変更し、又は新たな

サービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに

事業所に申し出てください。 
イ 利用予定日の当日に利用中止の申し出をされた場合は、取消料として自己負担相当額の

料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご利用者の体調不良等正当な事由があ

る場合は、この限りではありません。 
ウ 事業者はサービス利用の変更・追加の申し出に対して、ご利用者の希望する日にサービ

スの提供ができない場合、他の利用可能日を提示して協議します。 
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７．サービス利用契約について 

（１） 契約の有効期間 
サービス利用契約の有効期間は、契約締結の日から、ご利用者の要介護認定等の 

有効期限までですが、契約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申入れがない場

合には、契約は更に６ヵ月間同じ条件で更新し、以後も同様といたします。 
（２）契約の終了 

次の事項に該当する場合は、事業者との契約は終了します。 

 
（３）契約解除 
    ア ご契約者はいつでも利用契約を解約することができます。ただし、契約を解除する日の

７日前までに文書によりその旨をお申し出下さい。なお、次の場合には、即時に契約を解

除することができます。 
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 
② 事業所の運営規定の変更に同意できない場合。 
③ ご利用者が入院された場合。 
④ ご利用者の「居宅サービス計画」が変更された場合。 
⑤ 事業者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合。 
⑥ 事業者が守秘義務に違反した場合。 
⑦ 事業者の故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不正

行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 
⑧ 他のご利用者が契約に係るご利用者の身体・財産・信用等を傷つけた場合もしくは傷つ

ける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 
イ 事業者からの契約解除の申し出 

      次の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

ア  ご利用者が死亡した場合。 
イ  要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合。 
ウ  事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合。 
エ  事業所の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になっ

た場合。 
オ  当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 
カ 介護保険施設等に入所された場合。 
キ １２ヶ月間ご利用又ご連絡が全くない場合。 

①  ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ

た場合。 
②  ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヵ月以上遅延し、相当期間を定めた催

告にもかかわらずこれが支払われない場合。 
③  ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他のご利用

者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 
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（４）契約の終了に伴う援助 
      契約が終了する場合には、事業者はご利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、

必要な援助を行うよう努めます。 
 

８．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は次の窓口で受け付けています。 
 ○苦情受付窓口   管理者  山 口  淳 

    ○受付時間  毎週月曜日から土曜日まで 午前８時３０分から午後５時３０分 
までまた、苦情受付ボックスを事務室カウンターに設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付 

茨城県保健福祉部長寿福祉課  
 

所在地   水戸市笠原町９７８番地の６ 
電話番号  ０２９－３０１－３３４３ 
受付時間  午前９時から午後４時３０分まで 

水戸市福祉部介護保険課 所在地   水戸市中央１－４－１ 
電話番号  ０２９－２２４－１１１１ 
  （直通 ０２９－２９７－１０１８） 
受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

茨城県国民健康保険団体連合会 
 

所在地   水戸市笠原町９７８番地の２６ 
電話番号  ０２９－３０１－１５６５ 
受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

 
９．通所介護サービス及びサービス提供 
（１） 利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、通所介護計画に定

めます。 

（２） 定められた通所介護計画書に沿ってサービスを提供します。 

（３） 通所介護計画書は、ご利用者又は家族の要請により変更する事ができます。 
 
１０．サービス提供における事業者の義務 
    当事業所は、ご利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 
① ご利用者の生命、身体の安全・確保に配慮します。 
② 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 
③ ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご利用者又

は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 
④ 契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得ます。 
 

１１．守秘義務等について 
事業者はサービスを提供するにあたって知り得たご利用者又はご家族等に関する事項を正当

な理由なく、第三者に洩らしません。ただし、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合又

はサービスを提供する為に必要がある場合には、医療機関又はサービス担当者会議等にご利用

者の心身等の情報を提供します。 
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１２．緊急時又は事故発生時における対応方法 
  ご利用者へのサービス提供時において、ご利用者に病状の急変が生じた場合、又は通所介護

サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかにそのご家族、主治医又はあらかじめ

定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な処置を講じます。 
  事故防止のため委員会等において具体的な事故防止の対策を関係職員に周知徹底すると共に 
 事故が生じた際にはその原因を解明し対策を講じます。 
  ご利用者に対する通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。但しご利用者の責に起因した事故の場合はその範囲ではありません。 
 
１３．サービスの利用に関する留意点 

当事業所のご利用に当たっては、利用者の快適性、安全性を確保するため、次の事項をお守

りください。 
（１）施設・設備の使用上の注意（契約書第１４条、第１５条参照） 
    ア 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 
    イ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の

代価をお支払いいただく場合があります。 
    ウ 当事業所の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利

活動を行うことはできません。 
（２） 喫煙 
      事業所内では、定められた場所以外での喫煙はできません。 
（３） 持ち込みの制限 
      飲食物の持ち込みは、食中毒予防や健康管理を図るためご遠慮ください。 
 
１４．損害賠償について 
    当事業所において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やか

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 
ただし、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じ

る場合があります。 
 

１５．提供するサービスの第三者評価の実施状況 
    【第三者による評価の実施状況】 

1 あり 実施日   
  評価機関名称   

  結果の開示   
○2  なし    
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令和   年   月   日 
 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
  社会福祉法人 恒勝会 

ライフピア青柳 通所介護事業所 
説明者職氏名 生活相談員  氏名  山 口   淳  印 

 
 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始

に同意しました。 
 

令和   年   月   日 
 

利用者住所 〒   － 
 
 

氏   名 
 
 

私は以上の説明に立会い、内容を確認しました。本人の意思を確認し、本人に代り上記署名行

いました。 
 

立会人住所 〒   － 
 
 

氏   名 
 

 
利用者との関係 

 
 
 

 
                  印 

 
                  印 

 
 


